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マレーシア国際貿易産業省（MITI）発表（1月 15日時点） 

移動制限令（MCO）発令地域における操業可能な業種リスト 

 

1. 製造業及び関連サービス 

(1) 整備・補修・オーバーホール（MRO）、部品を含む航空宇宙機器 

(2) 自動車（完成車、部品） 

(3) 食料・飲料 

(4) 包装・印刷 

(5) 家庭用品、パーソナルケア製品、清掃用品 

(6) 栄養補助食品を含むヘルスケア、医療ケア製品 

(7) 個人防護具、防火用品 

(8) 医療機器部品 

(9) 電気・電子製品 

(10) 石油・ガス 

(11) 石油化学製品 

(12) 化学品 

(13) 一般機械 

(14) 手袋生産用の型としてのセラミック 

(15) 鉄鋼 

(16) 個人防護具生産用繊維 

(17) 家具 

(18) 燃料・潤滑油 

 

2. サービス業 

(19) 自動車（修理、メンテナンス） 

(20) 安全保障・防衛 

(21) 金融 

(22) 中央銀行が承認した銀行、保険、タカフルなどの金融機関 

(23) マレーシア証券委員会が承認した証券業 

(24) 地方自治体、州政府によるサービス 

(25) 産業廃棄物処理、下水処理 

(26) 公共清掃 

(27) 事業所清掃、消毒 

(28) 通信、デジタルインフラ（情報通信技術サービス、グローバルビジネスサービス含む） 

(29) 電子商取引（E コマース）、関連のサプライチェーン（マーケットプレイスサービス、デジタ

ル決済サービスなどを含む） 
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(30) 承認を受けた質屋、消費者金融などの貸金業 

(31) ホテル、宿泊業 

(32) 農業、漁業、畜産業（獣医を含む） 

(33) 農園、鳥や馬などの牧場、食肉加工場、家畜用の餌の工場、ペットショップ 

(34) 家畜の病気の管理、規制、輸出入 

(35) 動物の健康管理サービス 

(36) 公益サービス（水、エネルギーの供給、メンテナンスなど） 

(37) 専門／科学／技術サービス（会計士、弁護士、監査人、エンジニア、建築士、研究開発、

メンテナンスなどを含む） 

(38) 保安・警備 

(39) 輸送サービス（陸、海、空を経由するもの） 

(40) 港湾、造船所、空港におけるオペレーション 

(41) 司法、法律サービス 

 

3. 建設業 

(42) 必須のメンテナンス・修理 

(43) 主要な公共インフラ工事 

(44) ビルの建設工事。ただし、労働者用に宿泊施設を完備すること。 

 

 

4. 貿易・流通 

(45) 倉庫・輸送 

(46) サービス／販売／食品・飲料の配送 

(47) 小売、流通、卸売 

 

5. 農園・コモディティー 

(48) 農業、漁業、畜産 

(49) 農園、コモディティー 

 

6. その他 

(50) 保健省から承認を受けたその他の事業（管轄機関に対して操業に関する相談をすること） 

 

以上 


